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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第36期
第１四半期
累計期間

第37期
第１四半期
累計期間

第36期

会計期間
自　平成24年９月１日
至　平成24年11月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成24年９月１日
至　平成25年３月31日

売上高　　　　　　　　（千円） 3,384,241 2,910,714 9,608,518

経常利益又は経常損失(△)

　　　　　　　　　　　（千円）
△368,486 △808,949 474,130

四半期純損失(△)又は当期純利益　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                      （千円）

△258,832 △533,837 220,378

持分法を適用した場合の投資利益　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                      （千円）

－ － －

資本金　　　　　　　　（千円） 2,332,729 2,332,729 2,332,729

発行済株式総数　　　　　（株） 32,047,071 32,047,071 32,047,071

純資産額　　　　　　　（千円） 8,683,923 8,505,998 9,161,637

総資産額　　　　　　　（千円） 13,305,242 12,152,516 13,044,695

１株当たり四半期純損失金額(△)

又は１株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　　　　　（円）

△8.49 △17.51 7.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額　　　（円）
－ － －

１株当たり配当額　　　　（円） － － 4.00

自己資本比率　　　　　　（％） 65.3 70.0 70.2

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．第36期第１四半期累計期間及び第37期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため、第36期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、それぞれ記載しておりません。

５．第36期は、決算期変更により平成24年９月１日から平成25年３月31日までの７ヶ月間となっております。また

これに伴い、前第１四半期累計期間（平成24年９月１日から平成24年11月30日）と当第１四半期累計期間（平

成25年４月１日から平成25年６月30日）とは対象期間が異なっております。

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、円安、株高の基調が定着したことで消費マインドが改善し、一般

消費動向は回復傾向にあります。

女性下着市場におきましては、従来からの値ごろ感のある商品への消費動向が継続する一方、景況感の回復とと

もに高機能かつ高額商品への消費動向も一部で見られております。

このような状況のなか、当社は５月、顧客満足度アップのため一部商品でインターネット販売を開始するととも

に、新商品の発売も積極的に行いました。４月には「Making Swimwear Neicious（メイキングスイムウェア　ネイ

シャス）」、６月にはレッグ補整用製品「Leg Making SummerTrenka（レッグメイキング　サマートレンカ）」、

「Decorte Lumiès（デコルテ　リュミエス）」の夏用限定アイテム「3/4カップレースブラジャー」「ハーフバッ

クレースショーツ」を発売しました。

また５年ぶりにリニューアルしましたミドルエイジ層向けシリーズ「Belleages Avance Sakura（ベルアージュ

　アヴァンセ　サクラ）」を発売いたしましたところ、受注も順調でご好評をいただいております。

それ以外にもテレビＣＭ放映を継続し知名度向上に努めてまいりました。

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、前事業年度のキャンペーン期間にご購入いただいたお客様への

体型補整と顧客満足をあげるための社員教育に注力したこともあり、売上高29億10百万円、営業損失８億21百万円、

経常損失８億８百万円、四半期純損失は５億33百万円となりました。当第１四半期会計期間末の店舗数は240店舗と

なっております。

当社は、前事業年度（平成25年３月期）より決算日を８月31日から３月31日に変更しております。これにより前

事業年度は９月１日から３月31日までの７ヶ月間となっております。このため、平成25年３月期第１四半期累計期

間（平成24年９月１日から平成24年11月30日まで）と平成26年３月期第１四半期累計期間（平成25年４月１日か

ら平成25年６月30日まで）とは対象期間が異なるため、前年同四半期との増減比較については記載しておりませ

ん。

なお、当社は体型補整を目的とした婦人下着及びその関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記

載を省略しております。

（２）財政状態の状況

当第１四半期会計期間末における資産合計は121億52百万円となり、前事業年度末に比べ、８億92百万円の減少と

なりました。

流動資産合計は38億22百万円となり、前事業年度末に比べ、10億円の減少となりました。これは主に、たな卸資産

の増加、繰延税金資産の増加、現金及び預金の減少及び売掛金の減少の結果によるものであります。

固定資産合計は83億30百万円となり、前事業年度末に比べ、１億８百万円の増加となりました。これは主に、繰延

税金資産の増加及び建物等の減価償却による減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における負債合計は36億46百万円となり、前事業年度末に比べ、２億36百万円の減少と

なりました。

流動負債合計は30億14百万円となり、前事業年度末に比べ、２億97百万円の減少となりました。これは主に、未払

金の増加、未払法人税等の減少、賞与引当金の減少及び買掛金の減少の結果によるものであります。

固定負債合計は６億32百万円となり、前事業年度末に比べ、60百万円の増加となりました。これは主に、退職給付

引当金の増加及びリース債務の減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における純資産合計は85億５百万円となり、前事業年度末に比べ、６億55百万円の減少

となりました。これは主に、四半期純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少の結果によるものであ

ります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、３百万円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

EDINET提出書類

マルコ株式会社(E00609)

四半期報告書

 3/13



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 66,150,000

計 66,150,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発
行数(株)
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成25年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,047,071 32,047,071
㈱東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数100株

計 32,047,071 32,047,071 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金増
減額(千円)

資本準備金残
高(千円)

平成25年４月１日～

平成25年６月30日 
－ 32,047,071 － 2,332,729 － 2,195,452

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 1,566,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  30,448,400 304,484 －

単元未満株式 普通株式　　  31,771 － －

発行済株式総数 32,047,071 － －

総株主の議決権 － 304,484 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,300株含まれております。ま

た、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数53個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

マルコ株式会社 大阪市中央区瓦町二丁目２－９ 1,566,900 － 1,566,900 4.88

計 － 1,566,900 － 1,566,900 4.88

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

(1）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

(2）当社は、平成24年11月28日開催の第35期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を８月31日から

３月31日に変更いたしました。これに伴い、前第１四半期会計期間及び前第１四半期累計期間は平成24年９月１日

から平成24年11月30日まで、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間は平成25年４月１日から平成25年６

月30日までとなっております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,068,712 1,999,915

売掛金 666,144 420,613

商品及び製品 531,975 545,703

貯蔵品 67,588 164,900

その他 488,241 690,989

貸倒引当金 △234 △88

流動資産合計 4,822,428 3,822,033

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,852,103 2,833,421

土地 4,297,609 4,297,609

その他（純額） 138,246 136,191

有形固定資産合計 7,287,959 7,267,222

無形固定資産 143,307 140,477

投資その他の資産

その他 793,440 925,223

貸倒引当金 △2,440 △2,440

投資その他の資産合計 791,000 922,783

固定資産合計 8,222,266 8,330,483

資産合計 13,044,695 12,152,516
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,477,096 1,351,153

1年内返済予定の長期借入金 88,200 33,300

未払法人税等 190,000 36,914

賞与引当金 210,000 80,000

返品調整引当金 20,000 11,000

ポイント引当金 445,000 440,000

資産除去債務 4,985 3,450

その他 875,960 1,058,389

流動負債合計 3,311,241 3,014,208

固定負債

退職給付引当金 232,348 291,150

資産除去債務 327,933 334,622

その他 11,533 6,536

固定負債合計 571,815 632,309

負債合計 3,883,057 3,646,518

純資産の部

株主資本

資本金 2,332,729 2,332,729

資本剰余金 2,195,452 2,195,452

利益剰余金 5,126,186 4,470,428

自己株式 △492,547 △492,547

株主資本合計 9,161,820 8,506,063

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △183 △64

評価・換算差額等合計 △183 △64

純資産合計 9,161,637 8,505,998

負債純資産合計 13,044,695 12,152,516
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年９月１日
　至　平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 3,384,241 2,910,714

売上原価 1,849,403 1,792,261

売上総利益 1,534,838 1,118,452

返品調整引当金戻入額 18,000 20,000

返品調整引当金繰入額 13,000 11,000

差引売上総利益 1,539,838 1,127,452

販売費及び一般管理費 1,921,449 1,949,447

営業損失（△） △381,611 △821,994

営業外収益

受取利息 15 10

受取配当金 102 －

受取手数料 9,288 7,990

業務受託料 6,000 6,000

その他 3,126 2,735

営業外収益合計 18,533 16,736

営業外費用

支払利息 3,046 342

不動産賃貸費用 1,635 1,595

支払手数料 － 1,028

その他 726 724

営業外費用合計 5,408 3,690

経常損失（△） △368,486 △808,949

特別損失

減損損失 684 170

固定資産除却損 231 437

賃貸借契約解約損 45 302

その他 22 －

特別損失合計 983 910

税引前四半期純損失（△） △369,470 △809,859

法人税、住民税及び事業税 27,930 29,602

法人税等調整額 △138,567 △305,625

法人税等合計 △110,637 △276,022

四半期純損失（△） △258,832 △533,837
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年９月１日
至　平成24年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 58,943千円 58,120千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成24年９月１日　至　平成24年11月30日）

　　　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月28日

定時株主総会
普通株式 121,921 4.0平成24年８月31日平成24年11月29日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　　　配当金支払額 

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 121,920 4.0平成25年３月31日平成25年６月27日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成24年９月１日　至　平成24年11月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成25年

４月１日　至　平成25年６月30日）

当社は、取締役会における経営資源の配分の意思決定及び業績を評価するための定期的な検討の対象を体型補整

を目的とした婦人下着及びその関連事業とし、これらを単一のセグメントとしております。

これは、当社の主要製品である体型補整を目的とした婦人下着とその関連商品の市場及び販売方法は同一若しく

は密接に関連しているためであります。

従って、報告セグメントについても単一のセグメントとしており、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年９月１日
至　平成24年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 8円49銭 17円51銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 258,832 533,837

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 258,832 533,837

普通株式の期中平均株式数（株） 30,480,335 30,480,085

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  

　 平成25年８月８日

マルコ株式会社 　

 取締役会　御中

 

 有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田　勝基　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾仲　伸之　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルコ株式会社の

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第37期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マルコ株式会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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